
芦
ヶ
池
調
整
池
の
池
干
し

　
ア
オ
コ
の
抑
制
に
向
け
水
質
改

善
対
策
の
一
環
と
し
て
、
北
側
の

池
干
し
を
水
資
源
機
構
が
行
い
ま

す
。
水
位
が
低
下
し
、
池
に
水
が

な
く
な
り
ま
す
が
、
池
に
は
入
ら

な
い
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

※
サ
ン
テ
パ
ル
ク
た
は
ら
は
通
常

営
業

期
間
：
９
月
～
平
成
29
年
2
月

▼
独
立
行
政
法
人 

水
資
源
機
構
豊

川
用
水
総
合
事
業
部 

豊
橋
支
所

☎（
０
５
３
２
）23‐２
２
２
３

▼
農
政
課
☎
23‐３
５
１
８

私
立
高
等
学
校
の
授
業
料
を

補
助
し
ま
す

１
０
０
４
３
０
２

対
象
：
市
内
在
住
の
方
で
、
10
月

１
日
現
在
、
全
日
制
ま
た
は
定
時

制
の
私
立
高
等
学
校
に
通
い
、
各

学
校
の
特
待
生
ま
た
は
奨
学
生
と

し
て
授
業
料
を
免
除
さ
れ
て
い
な
い

生
徒
の
保
護
者
（
授
業
料
負
担
者
）

補
助
額
：
１
万
２
０
０
０
円
（
年

額
）　

申
込
：
10
月
３
日
（
月
）

～
31
日
（
月
）
の
期
間
に
、
各
高

等
学
校
ま
た
は
教
育
総
務
課
に
あ

る
申
請
書
に
必
要
事
項
を
記
入
の

上
、
提
出
（
在
学
証
明
書
・
保
護

者
名
義
の
口
座
が
確
認
で
き
る
も

の
・
印
鑑
を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。）

▼
教
育
総
務
課

☎
23‐３
５
３
０

22‐３
８
１
１

井
戸
水
を
飲
用
に
使
用
し
て

い
る
ご
家
庭
の
皆
さ
ん
へ

１
０
０
４
２
６
０

　
井
戸
水
を
飲
用
に
使
用
し
て
い

る
場
合
は
、
使
う
人
が
自
分
自
身

で
井
戸
な
ど
の
施
設
や
水
質
の
管

理
を
行
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。

・
井
戸
な
ど
の
施
設
と
そ
の
周
辺
の

点
検
、
清
掃
を
行
い
、
清
潔
に
保

ち
ま
し
ょ
う
。

・
井
戸
水
の
色
、
濁
り
、
に
お
い
、
味
に

異
常
が
な
い
か
確
認
し
ま
し
ょ
う
。

・
塩
素
消
毒
や
煮
沸
を
し
ま
し
ょ
う
。

・
年
１
回
以
上
、
水
質
検
査
を
受
け

ま
し
ょ
う
。

・
水
質
が
良
い
井
戸
な
ど
も
、
今
後

汚
染
さ
れ
る
恐
れ
が
あ
り
ま
す
の

で
、
飲
用
水
に
は
水
道
水
の
利
用

を
お
勧
め
し
ま
す
。

▼
環
境
政
策
課

☎
23‐７
４
０
１

23‐０
１
８
０

寄
付

　

次
の
方
々
か
ら
ご
寄
付
を
い

た
だ
き
ま
し

た
。
ご
厚
意

に
感
謝
し
ま

す
。

▼
５
月
20
日
、
豊
橋
ベ
ン
チ
ャ
ー

ク
ラ
ブ
会
長 

堀
田
利
恵
様
か
ら

地
域
社
会
へ
の
貢
献
の
た
め
、
書

籍
21
冊
。

▼
８
月
２
日
、
故
大
羽
和
子
様

か
ら
障
害
者
福
祉
の
た
め
、
金

３
９
０
５
万
６
１
２
３
円
。

税

公
的
年
金
か
ら
の

市
民
税・県
民
税
の
天
引
き

１
０
０
０
７
８
０

　
平
成
28
年
４
月
１
日
で
満
65
歳

に
な
ら
れ
た
方
な
ど
で
、
公
的
年

金
か
ら
市
民
税
・
県
民
税
の
特
別

徴
収
（
天
引
き
）
が
平
成
28
年
10

月
支
給
の
年
金
か
ら
始
ま
る
方
が

あ
り
ま
す
。

　
年
金
か
ら
の
特
別
徴
収
対
象
者

に
は
、
６
月
中
旬
に
市
か
ら
送
付

し
た
納
税
通
知
書
に
特
別
徴
収
予

定
の
金
額
が
記
載
さ
れ
て
い
ま
す

の
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

▼
税
務
課

☎
23‐３
５
０
９

23‐０
１
８
０

 マイナンバーカードの申請・受け取りはお済みですか？
　「マイナンバーカード（個人番号カード）」は、さまざまな場面で利用することができる公的
身分証明書です。申請後、交付の通知が届くまで約４週間かかりますので、確定申告などで
カードの取得・利用を予定されている方は、早めの申請をお願いします。
　また、既に交付通知書（はがき）が届いている方で、カードの受け取りに来られていない方
は、お電話で交付日時をご予約のうえ、お早めにお越しください。

▶市民課☎23-3511 23-4270	

マイナンバー

♠マイナンバーカードでｅ
イー

‐Ｔ
タ ッ ク ス

ａｘが利用できます
　マイナンバーカードとＩＣカードリーダライタを準備して、インターネットで確定申告をするこ
とができます。
（注１）ｅ‐Ｔａｘのご利用には事前準備が必要です。また、平成２９年１月からカードを使用しない新たな
認証方式が導入される予定です。詳しくはｅ‐ＴａｘのHP（http://www.e-tax.nta.go.jp）をご覧くだ
さい。
（注２）確定申告の時期が近づくと、マイナンバーカードの申請が集中し、交付までに時間がかかる場合があります。

♠マイナンバーカードで『マイナポータル』が利用できます（平成29年7月ごろ運用開始予定）
　マイナンバー制度の個人向けサイト「マイナポータル」は、行政機関がマイナンバーの付いた自分の情報をいつ、どことや
りとりしたのかを確認できるサイトです。サイトへのログインは、マイナンバーカードでの認証が必要となる予定です。

広報たはら  平成28年9月│    │27

おしらせ INFORMATION ※ ・ＨＰ=ホームページ／ =市ＨＰでの検索用ページＩＤ／市役所への郵送は【〒441-3492　住所不要】


